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夏季休業の終了に伴う児童生徒の自殺予防に係る取組および

令和３年度「自殺予防週間」の実施について（通知） 

 

 日頃、児童生徒の自殺予防に係る取組への御理解と御対応に感謝申し上げます。 

 令和３年８月２日付教生指第３２９号「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づい

た緊急事態宣言に伴う児童生徒の自殺予防に係る取組について」で通知したとおり、夏季

休業中においても、自殺のリスクを抱えている児童生徒の安全確保について各学校で取

り組んでいただいているところです。 

 さて、夏季休業も間もなく終了しようとしています。これまでも繰り返しお伝えして

いるとおり、長期休業明け前後は、児童生徒の自殺が増加する傾向があります。 

 さらに、県内では、今年度においても児童生徒の自殺が疑われる事案が複数件発生し

ております。かけがえのない子供たちの命を守っていくために、引き続き自殺のリスク

を抱える児童生徒の安全を迅速に確保するための対応が必要です。 

 加えて、緊急事態宣言が延長され、感染防止のための様々な行動の制約や感染への不

安などから、児童生徒の心身へ更なる影響を及ぼすことが懸念されます。 

 ついては、下記の事項を参照し、夏季休業明け前後における学校の対応を再度確認す

るとともに、あらためて家庭との連携強化を図るなど、児童生徒の命を守るための取組

に努めていただくようお願いします。 

 併せて、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長からの通知（以下文科省通知）にあ

るとおり、自殺対策基本法において９月１０日から９月１６日の１週間を「自殺予防週

間」と位置づけています。各学校においては、学校活動が再開されたあとも引き続き自

殺予防に向けた取組を積極的に実施するようお願いします。 

 なお、教育事務所にあっては管内の市町村教育委員会に対して、市町村教育委員会にあ

っては所管の学校に対して送付いただくとともに、適切な対応がなされるよう配意願いま

す。 

 

記 

 

１ 夏季休業明け前後の児童生徒の状況把握と組織的対応について 

  電話連絡やＩＣＴの活用、夏季休業明けの個人面談など、様々な機会を捉えて継続

的にリスクのある児童生徒の把握に努めること。 

  また、少しでも気になる児童生徒を把握したときは、特定の教職員で抱え込まず、

直ちに管理職に報告し、学校全体で対応にあたるとともに、常に最悪の事態を想定し、

必要な場合は迷わず専門家や関係機関と連携すること。 
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２  家庭との連携強化について 

  学校や家庭で児童生徒の悩みや変化を把握した場合には、小さなことでも情報共有

を図ることについて確認するなど、家庭との連携強化に努めること。また、各家庭に

対しては、夏季休業の終了に向けて、電話連絡や一斉メール等（別添２参考）を送る

など、継続的に児童生徒の見守りを依頼すること。 

 

３ 教育長メッセージの周知について 

 児童生徒の尊い命が失われることのないよう、児童生徒および保護者に向けた教育

長メッセージを以下のとおり配信している。学校ＨＰや一斉メール等、積極的に周知

をすること。 

 

○ かけがえのない子供たちを守るための教育長動画メッセージ 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/kakegaenonai.html  

  

４ 相談窓口等の周知について 

  児童生徒が悩みを抱えたときに、必要な相談先を探すことができるよう下記ホーム

ページや相談窓口について周知すること。 

  

○ 困ったときの相談窓口 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/kyouikusoudan.html 

 

○ 埼玉県内の学校に通う児童生徒の皆さんへ～困ったり悩んだりしたら誰かに相談しよう～ 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijimehutoukousoudan/ijimehutoukokusoudanmadoguti.html  

 

５ 添付資料 

○ （別添１）【文科省通知写】令和３年度「自殺予防週間」の実施について（通知） 

○ （別添２）【参考】保護者へのメール等文例 

 

６ 関連通知 

○ 令和３年７月１日付教生指第２５５号 児童生徒の自殺予防に係る取組について

（通知）  

○ 令和３年７月１４日付教生指第２８９号 「児童生徒の自殺予防に関する調査研

究協力者会議」審議のまとめについて（通知） 

○ 令和３年８月２日付教生指第３２９号 新型インフルエンザ等対策特別措置法に

基づいた緊急事態宣言に伴う児童生徒の自殺予防に係る取組について（通知） 
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